
政
令
第

号

金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
案
）

内
閣
は
、
金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
三
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
顧
客
に
準
ず
る
者
）

第
一
条

金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
（
法
第
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
信
託
の
受
益
者
（
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法

（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
労
者
財
産
形
成
貯
蓄
契
約
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す

る
勤
労
者
財
産
形
成
年
金
貯
蓄
契
約
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
勤
労
者
財
産
形
成
住
宅
貯
蓄
契
約
（
以
下
「
勤
労
者
財

産
形
成
貯
蓄
契
約
等
」
と
い
う
。
）
、
同
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
労
者
財
産
形
成
給
付
金
契
約
（
以
下
「
勤

労
者
財
産
形
成
給
付
金
契
約
」
と
い
う
。
）
、
同
法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
契
約
（
以
下

「
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
契
約
」
と
い
う
。
）
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第
六
十
五
条
第

三
項
に
規
定
す
る
資
産
管
理
運
用
契
約
、
企
業
年
金
基
金
が
同
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
締
結
す
る
同
法
第
六
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十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
契
約
及
び
同
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
託
の
契
約
（
以
下
「
資
産
管
理
運
用
契

約
等
」
と
い
う
。
）
、
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
産
管
理
契
約

（
以
下
「
資
産
管
理
契
約
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
契
約
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
金
融
等
業
務
）

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
と
す
る
。

一

特
定
金
融
機
関
等
（
金
融
機
関
等
の
う
ち
次
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）

当
該
特
定
金
融
機
関
等
が
行
う
業
務

二

農
業
協
同
組
合

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
。
以
下
「
農
協
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条

第
一
項
第
二
号
の
事
業
（
当
該
農
業
協
同
組
合
が
同
項
第
三
号
の
事
業
を
併
せ
行
う
場
合
に
限
る
。
）
、
同
項
第
三
号
の

事
業
（
こ
れ
ら
の
事
業
に
附
帯
す
る
事
業
を
含
む
。
）
若
し
く
は
同
項
第
十
号
の
事
業
（
同
号
の
事
業
に
附
帯
す
る
事
業

を
含
む
。
）
又
は
同
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
事
業
に
係
る
業
務

三

農
業
協
同
組
合
連
合
会

農
協
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
（
当
該
農
業
協
同
組
合
連
合
会
が
同
項
第
三
号
の
事
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業
を
併
せ
行
う
場
合
に
限
る
。
）
、
同
項
第
三
号
の
事
業
（
こ
れ
ら
の
事
業
に
附
帯
す
る
事
業
を
含
む
。
）
若
し
く
は
同

項
第
十
号
の
事
業
（
同
号
の
事
業
に
附
帯
す
る
事
業
を
含
む
。
）
又
は
同
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
事
業
に
係
る
業

務
四

漁
業
協
同
組
合

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
。
以
下
「
水
協
法
」
と
い
う
。
）
第

十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
事
業
（
当
該
漁
業
協
同
組
合
が
同
項
第
四
号
の
事
業
を
併
せ
行
う
場
合
に
限
る
。
）
、
同
項
第

四
号
の
事
業
（
こ
れ
ら
の
事
業
に
附
帯
す
る
事
業
を
含
む
。
）
若
し
く
は
同
項
第
十
一
号
の
事
業
（
同
号
の
事
業
に
附
帯

す
る
事
業
を
含
む
。
）
又
は
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
事
業
に
係
る
業
務

五

漁
業
協
同
組
合
連
合
会

水
協
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
事
業
（
当
該
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
が
同
項
第
四
号

の
事
業
を
併
せ
行
う
場
合
に
限
る
。
）
若
し
く
は
同
項
第
四
号
の
事
業
（
こ
れ
ら
の
事
業
に
附
帯
す
る
事
業
を
含
む
。
）

又
は
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
事
業
に
係
る
業
務

六

水
産
加
工
業
協
同
組
合

水
協
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
事
業
（
当
該
水
産
加
工
業
協
同
組
合
が
同
項
第
二
号

の
事
業
を
併
せ
行
う
場
合
に
限
る
。
）
、
同
項
第
二
号
の
事
業
（
こ
れ
ら
の
事
業
に
附
帯
す
る
事
業
を
含
む
。
）
若
し
く

は
同
項
第
六
号
の
二
の
事
業
（
同
号
の
事
業
に
附
帯
す
る
事
業
を
含
む
。
）
又
は
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
事
業
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に
係
る
業
務

七

水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会

水
協
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
事
業
（
当
該
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会

が
同
項
第
二
号
の
事
業
を
併
せ
行
う
場
合
に
限
る
。
）
若
し
く
は
同
項
第
二
号
の
事
業
（
こ
れ
ら
の
事
業
に
附
帯
す
る
事

業
を
含
む
。
）
又
は
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
事
業
に
係
る
業
務

八

法
第
二
条
第
二
十
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
（
以
下
「
証
券
金
融
会
社
」
と
い
う
。
）

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
五
十
六
条
の
六
第
一
項
に
掲
げ
る
業
務
及
び
同
条
第
三
項
に
基
づ
く
承
認
を
受
け
た
業
務

九

法
第
二
条
第
二
十
五
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
（
以
下
「
抵
当
証
券
業
者
」
と
い
う
。
）

抵
当
証
券
業
の
規
制
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
業

十

法
第
二
条
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
（
以
下
「
商
品
投
資
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）

商
品
投
資
に
係
る
事

業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
商
品
投
資
販
売
業

十
一

法
第
二
条
第
二
十
七
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
（
以
下
「
小
口
債
権
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）

特
定
債
権
等
に
係

る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
小
口
債
権
販
売
業
（
同
法

第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
小
口
債
権
販
売
業
者
と
み
な
さ
れ
る
特
定
債
権
等
譲
受
業
者
が
同
法
第
二
条
第
六
項
第
二
号
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に
規
定
す
る
特
定
債
権
等
組
合
契
約
の
締
結
を
行
う
営
業
を
含
む
。
）

十
二

法
第
二
条
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
（
以
下
「
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
」
と
い
う
。
）

不
動
産
特
定

共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業

十
三

法
第
二
条
第
二
十
九
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
（
以
下
「
貸
金
業
者
」
と
い
う
。
）

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
金
業

十
四

法
第
二
条
第
三
十
一
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
（
以
下
「
住
宅
金
融
会
社
」
と
い
う
。
）

貸
金
業
の
規
制
等
に
関

す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
貸
付
け
の
業
務

十
五

法
第
二
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
（
以
下
「
商
品
取
引
員
」
と
い
う
。
）

商
品
取
引
所
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
の
委
託
を
受
け
、
又
は
そ
の
委

託
の
取
次
ぎ
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
関
す
る
業
務

十
六

法
第
二
条
第
三
十
三
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
（
以
下
「
金
融
先
物
取
引
業
者
」
と
い
う
。
）

金
融
先
物
取
引
法

（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取
引
業

十
七

法
第
二
条
第
三
十
五
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
（
以
下
「
参
加
者
」
と
い
う
。
）

株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
に
関
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す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
三
十
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
預
託
に
係
る
業
務

十
八

法
第
二
条
第
三
十
七
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
（
以
下
「
両
替
業
者
」
と
い
う
。
）

同
号
に
規
定
す
る
両
替
業
務

（
預
貯
金
契
約
の
締
結
等
の
取
引
）

第
三
条

法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
（
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た

め
の
資
金
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
公
衆
等
脅
迫
目
的
の

犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
の
提
供
等
（
以
下
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
の
提
供
等
」
と
い
う
。
）
又

は
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
二
条
第
四
項

に
規
定
す
る
犯
罪
収
益
等
若
し
く
は
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
薬
物
犯
罪
収
益
等
の
隠
匿
及
び
収
受
（
以
下
「
犯
罪
に
よ
る

収
益
の
隠
匿
及
び
収
受
」
と
い
う
。
）
に
利
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
取
引
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、
本
人
確
認
済
み
の
顧
客
等
と
の
取
引
を

除
く
。

一

預
金
又
は
貯
金
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
（
郵
便
貯
金
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
締
結

二

定
期
積
金
等
（
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
定
期
積
金
等
を
い
う
。
）
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の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
（
郵
便
貯
金
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
締
結

三

信
託
（
受
益
権
が
証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
る
権
利
（
同
項
第
七
号
の
三
及
び

第
七
号
の
四
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証

券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
、
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
商
品
投
資
受
益
権

（
以
下
「
商
品
投
資
受
益
権
」
と
い
う
。
）
又
は
特
定
債
権
等
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
項
に
規

定
す
る
小
口
債
権
（
以
下
「
小
口
債
権
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
並
び
に
担
保
附
社
債
信
託
法
（
明
治
三
十
八
年
法
律

第
五
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
契
約
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
引
の
開
始

四

信
託
の
受
益
者
の
指
定
又
は
変
更
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
行
為
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

五

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
業
を
行
う
者
が
保
険
者
と
な
る
保
険
契
約

（
以
下
「
保
険
契
約
」
と
い
う
。
）
の
締
結

六

農
協
法
第
十
条
第
一
項
第
十
号
、
水
協
法
第
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
、
水
協
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
六
号
の
二
又

は
水
協
法
第
百
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
共
済
に
係
る
契
約
（
以
下
「
共
済
に
係
る
契
約
」
と
い
う
。
）
の
締
結

七

保
険
契
約
又
は
共
済
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
年
金
（
人
の
生
存
を
事
由
と
し
て
支
払
い
が
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
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下
同
じ
。
）
、
満
期
保
険
金
、
満
期
返
戻
金
、
解
約
返
戻
金
又
は
満
期
共
済
金
の
支
払
い
（
勤
労
者
財
産
形
成
貯
蓄
契
約

等
、
勤
労
者
財
産
形
成
給
付
金
契
約
、
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
契
約
、
資
産
管
理
運
用
契
約
等
及
び
資
産
管
理
契
約
に
基

づ
く
も
の
を
除
く
。
）

八

保
険
契
約
又
は
共
済
に
係
る
契
約
の
契
約
者
の
変
更

九

証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
又
は
同
項
第
五
号
若
し
く
は
同
項
第
六
号
に
掲

げ
る
行
為
に
よ
り
顧
客
等
に
有
価
証
券
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証

券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
取
得
さ
せ
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結

十

有
価
証
券
の
貸
借
（
証
券
取
引
法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
そ
の

媒
介
若
し
く
は
代
理
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結

十
一

証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
募
集
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
募
集
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
私
募
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
私
募
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
同
条
第
一

項
第
七
号
の
二
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
募
集
若
し
く
は
私
募
の
取
扱
い
に
よ
り
顧
客
等
に
当
該
有
価
証
券
を
取
得
さ
せ
る

行
為
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
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十
二

無
尽
業
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
無
尽
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
掛
金
の
受
入
れ
を
内

容
と
す
る
契
約
の
締
結

十
三

抵
当
証
券
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
十
五
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
の
販
売
又
は
そ
の
代
理
若
し
く

は
媒
介

十
四

商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
商
品
投
資
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理

若
し
く
は
媒
介

十
五

商
品
投
資
受
益
権
の
販
売
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介

十
六

小
口
債
権
の
販
売
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
若
し
く
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
又
は
特
定
債
権
等
に
係
る
事
業

の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
債
権
等
組
合
契
約
の
締
結
若
し
く
は
そ
の
代
理
若
し
く

は
媒
介

十
七

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
（
金
銭
を
も
っ
て
出
資
の
目
的

と
し
、
か
つ
契
約
の
終
了
の
場
合
に
お
け
る
残
余
財
産
の
分
割
若
し
く
は
出
資
の
返
還
が
金
銭
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
項
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
内
容
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
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結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介

十
八

金
銭
の
貸
付
け
又
は
金
銭
の
貸
借
の
媒
介
（
手
形
の
割
引
、
売
渡
担
保
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
に
よ
っ
て
す

る
金
銭
の
交
付
又
は
当
該
方
法
に
よ
っ
て
す
る
金
銭
の
授
受
の
媒
介
を
含
む
。
）
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結

十
九

商
品
取
引
所
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
の
委
託
を
受
け
、
又
は
そ
の
委
託
の
取
次
ぎ

を
引
き
受
け
る
こ
と

二
十

金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取
引
等
の
委
託
を
受
け
、
又
は
そ
の
委
託
の
媒
介
、
取
次

ぎ
若
し
く
は
代
理
を
引
き
受
け
る
こ
と

二
十
一

現
金
、
持
参
人
払
式
小
切
手
（
小
切
手
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
持

参
人
払
式
と
し
て
振
り
出
さ
れ
た
小
切
手
又
は
同
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
持
参
人
払
式
小
切
手
と
み

な
さ
れ
る
小
切
手
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
自
己
宛
小
切
手
（
同
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
己
宛
に
振
り
出

さ
れ
た
小
切
手
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
旅
行
小
切
手
又
は
無
記
名
の
公
社
債
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三

十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
公
社
債
を
い
う
。
）
の
本
券
若
し
く
は
利
札
の
受
払
い
を
す
る
取
引
で
あ
っ

て
、
取
引
の
金
額
が
二
百
万
円
を
超
え
る
も
の
（
持
参
人
払
式
小
切
手
及
び
自
己
宛
小
切
手
に
あ
っ
て
は
、
小
切
手
法
第
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三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
線
引
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）

二
十
二

貸
金
庫
の
貸
与
の
開
始

二
十
三

株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
を
行
う
た
め

の
口
座
の
開
設

二
十
四

株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
口
座
の
開
設

二
十
五

短
期
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
短
期

社
債
等
の
振
替
を
行
う
た
め
の
口
座
の
開
設

二
十
六

保
護
預
り
の
開
始
（
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
七

本
人
確
認
（
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
っ
た
際
に
顧
客
等
（
法
第

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
顧
客
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
代
表
者
等
（
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
代
表
者
等

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
本
人
特
定
事
項
（
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
特
定
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
偽
っ
て
い
た
疑
い
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
と
の
取
引

二
十
八

取
引
の
相
手
方
が
取
引
の
名
義
人
に
な
り
す
ま
し
て
い
る
疑
い
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
引
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２

前
項
に
規
定
す
る
「
本
人
確
認
済
み
の
顧
客
等
と
の
取
引
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
顧
客
等
と
の
取
引
で
あ

っ
て
、
当
該
金
融
機
関
等
（
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
他
の
金
融
機
関
等
又
は
郵
政
官
署
を
含
む
。
）
が
主
務

省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
顧
客
等
に
つ
い
て
既
に
本
人
確
認
等
（
本
人
確
認
及
び
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
十
八
条
第
一
項
及
び
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
本
人
確
認
を
い
う

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
取
引
を
い
う
。

一

当
該
金
融
機
関
等
が
顧
客
等
に
つ
い
て
既
に
本
人
確
認
等
を
行
っ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
本
人
確
認
等
に
つ
い
て
本
人

確
認
記
録
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
保
存
し
て
い
る
場
合

二

当
該
金
融
機
関
等
が
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
（
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
既
に
取
引
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
際
に
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

顧
客
等
と
み
な
さ
れ
る
自
然
人
に
つ
い
て
本
人
確
認
等
を
行
っ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
本
人
確
認
等
に
つ
い
て
本
人
確
認

記
録
を
保
存
し
て
い
る
場
合

三

当
該
金
融
機
関
等
が
他
の
金
融
機
関
等
又
は
郵
政
官
署
に
委
託
し
て
前
項
に
規
定
す
る
取
引
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

当
該
他
の
金
融
機
関
等
又
は
郵
政
官
署
が
顧
客
等
に
つ
い
て
既
に
本
人
確
認
等
を
行
っ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
本
人
確
認
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等
に
つ
い
て
本
人
確
認
記
録
を
保
存
し
て
い
る
場
合

四

当
該
金
融
機
関
等
が
他
の
金
融
機
関
等
又
は
郵
政
官
署
に
委
託
し
て
前
項
に
規
定
す
る
取
引
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

当
該
他
の
金
融
機
関
等
又
は
郵
政
官
署
が
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
と
既
に
取
引
を
行
っ
た
こ

と
が
あ
り
、
そ
の
際
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
等
と
み
な
さ
れ
る
自
然
人
に
つ
い
て
本
人
確
認
等
を
行
っ
て
お
り
、
か

つ
、
当
該
本
人
確
認
等
に
つ
い
て
本
人
確
認
記
録
を
保
存
し
て
い
る
場
合

五

当
該
金
融
機
関
等
が
合
併
、
営
業
譲
渡
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
よ
り
他
の
金
融
機
関
等
の
事
業
を
承
継
す
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
金
融
機
関
等
が
顧
客
等
に
つ
い
て
既
に
本
人
確
認
等
を
行
っ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
金
融
機

関
等
に
対
し
て
、
当
該
本
人
確
認
等
に
つ
い
て
作
成
し
た
本
人
確
認
記
録
を
引
き
継
ぎ
、
当
該
金
融
機
関
等
が
当
該
本
人

確
認
記
録
を
保
存
し
て
い
る
場
合

六

当
該
金
融
機
関
等
が
合
併
、
営
業
譲
渡
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
よ
り
他
の
金
融
機
関
等
の
事
業
を
承
継
す
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
金
融
機
関
等
が
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
と
既
に
取
引
を
行
っ
た

こ
と
が
あ
り
、
そ
の
際
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
等
と
み
な
さ
れ
る
自
然
人
に
つ
い
て
本
人
確
認
等
を
行
っ
て
お
り
、

か
つ
、
当
該
金
融
機
関
等
に
対
し
て
、
当
該
本
人
確
認
等
に
つ
い
て
作
成
し
た
本
人
確
認
記
録
を
引
き
継
ぎ
、
当
該
金
融
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機
関
等
が
当
該
本
人
確
認
記
録
を
保
存
し
て
い
る
場
合

３

金
融
機
関
等
が
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
信
託
の
受
益
者
が
特
定
さ
れ
て
い

な
い
と
き
若
し
く
は
存
在
し
な
い
と
き
、
信
託
の
受
益
者
が
受
益
の
意
思
表
示
を
し
て
い
な
い
と
き
又
は
信
託
の
受
益
者
の

信
託
の
利
益
を
受
け
る
権
利
に
停
止
条
件
若
し
く
は
期
限
が
付
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
金
融
機
関
等
が
当
該
受
益
者
の
特
定

若
し
く
は
存
在
、
当
該
受
益
の
意
思
表
示
又
は
当
該
停
止
条
件
の
成
就
若
し
く
は
当
該
期
限
の
到
来
を
知
っ
た
時
に
、
当
該

受
益
者
に
つ
い
て
同
号
に
掲
げ
る
信
託
の
受
益
者
の
指
定
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
同
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
国
、
地
方
公
共
団
体
、
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
四
条

法
第
三
条
第
三
項
（
法
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

国

二

地
方
公
共
団
体

三

人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団

四

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
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五

特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
特
殊
法
人
等

六

外
国
政
府
、
外
国
の
政
府
機
関
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
、
外
国
の
中
央
銀
行
又
は
我
が
国
が
加
盟
し
て
い
る
国
際
機

関
七

勤
労
者
財
産
形
成
貯
蓄
契
約
等
を
締
結
す
る
勤
労
者

八

証
券
取
引
法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
上
場
会
社
等

九

前
各
号
に
準
ず
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

（
少
額
の
取
引
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
取
引
）

第
五
条

法
第
五
条
第
一
項
（
法
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

資
金
の
移
動
を
伴
わ
な
い
取
引

二

一
万
円
以
下
の
資
金
の
移
動
に
係
る
取
引

三

二
百
万
円
以
下
の
本
邦
通
貨
間
の
両
替

四

二
百
万
円
以
下
の
本
邦
通
貨
と
外
国
通
貨
の
両
替
又
は
旅
行
小
切
手
の
販
売
若
し
く
は
買
取
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五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
資
金
の
移
動
を
把
握
す
る
た
め
に
取
引
記
録
（
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
取
引

記
録
を
い
う
。
）
を
作
成
す
る
必
要
が
な
い
取
引
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
取
引

（
郵
便
貯
金
等
業
務
等
）

第
六
条

法
第
七
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

郵
便
貯
金
、
郵
便
為
替
及
び
郵
便
振
替
の
業
務

二

簡
易
生
命
保
険
の
業
務

三

国
債
、
地
方
債
又
は
政
府
が
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
に
つ
い
て
保
証
し
て
い
る
社
債
そ
の
他
の
債
券
（
以
下
「

国
債
等
」
と
い
う
。
）
の
募
集
の
取
扱
い
並
び
に
証
券
の
保
護
預
り
に
関
す
る
業
務

四

本
邦
通
貨
と
外
国
通
貨
の
両
替
並
び
に
本
邦
通
貨
を
対
価
と
す
る
旅
行
小
切
手
の
受
託
販
売
及
び
買
取
に
関
す
る
業
務

２

法
第
七
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
（
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
の

提
供
等
又
は
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
隠
匿
及
び
収
受
に
利
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
取
引
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を

除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、
本
人
確
認
済
み
の
顧
客
等
と
の
取

引
を
除
く
。
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一

郵
便
貯
金
の
受
入
れ
又
は
郵
便
振
替
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
口
座
の
開
設
を
内

容
と
す
る
契
約
の
締
結

二

簡
易
生
命
保
険
契
約
の
締
結

三

簡
易
生
命
保
険
契
約
に
基
づ
く
年
金
、
満
期
保
険
金
又
は
還
付
金
の
支
払
い
（
勤
労
者
財
産
形
成
貯
蓄
契
約
等
に
基
づ

く
も
の
を
除
く
。
）

四

簡
易
生
命
保
険
契
約
の
契
約
者
の
変
更

五

国
債
等
の
売
買
又
は
郵
政
官
署
に
お
け
る
国
債
等
の
募
集
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十

八
号
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
国
債
等
を
取
得
さ
せ
る
行
為

六

現
金
、
持
参
人
払
式
小
切
手
、
自
己
宛
小
切
手
、
旅
行
小
切
手
又
は
無
記
名
の
国
債
等
の
本
券
若
し
く
は
利
札
の
受
払

い
を
す
る
取
引
で
あ
っ
て
、
取
引
の
金
額
が
二
百
万
円
を
超
え
る
も
の
（
持
参
人
払
式
小
切
手
及
び
自
己
宛
小
切
手
に
あ

っ
て
は
、
小
切
手
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
線
引
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）

七

保
護
預
り
の
開
始

八

本
人
確
認
を
行
っ
た
際
に
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
が
本
人
特
定
事
項
を
偽
っ
て
い
た
疑
い
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
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顧
客
等
又
は
代
表
者
等
と
の
取
引

九

取
引
の
相
手
方
が
取
引
の
名
義
人
に
な
り
す
ま
し
て
い
る
疑
い
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
引

３

第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
本
人
確
認
済
み
の
顧
客
等
と
の
取
引
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
銀
行
等
に
係
る
取
引
に
関
す
る
行
政
庁
の
権
限
委
任
等
）

第
七
条

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限
（
以
下
「
長
官
権
限
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

法
第
八
条
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
条
に
定
め
る
も
の
（
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
為
に
係
る
事
項
に
関
す
る

も
の
を
除
く
。
以
下
「
長
官
検
査
・
是
正
命
令
等
権
限
」
と
い
う
。
）
で
、
銀
行
、
信
用
金
庫
、
信
用
協
同
組
合
及
び
抵
当

証
券
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
銀
行
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
も
の
は
、
そ
の
本
店
（
主
た
る
外
国
銀
行
支
店
（

銀
行
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
た
る
外
国
銀
行
支
店
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は

営
業
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
本
店
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務

支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
そ
の

権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

長
官
権
限
の
う
ち
法
第
八
条
及
び
第
九
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
（
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
為
に
係
る
事
項

－１８－



に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
長
官
検
査
等
権
限
」
と
い
う
。
）
で
、
銀
行
等
の
本
店
等
以
外
の
事
務
所
又
は
営
業
所
そ

の
他
の
施
設
（
代
理
店
の
営
業
所
又
は
そ
の
他
の
施
設
及
び
従
た
る
外
国
銀
行
支
店
（
銀
行
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定

す
る
従
た
る
外
国
銀
行
支
店
を
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
店
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
も
の
は
、

前
項
に
規
定
す
る
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
の
ほ
か
、
当
該
支
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在

地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
も
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
銀
行
等
の
支
店
等
に
対
し
て
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
の
求
め
又
は
質
問
若
し
く
は
立
入
検
査

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
検
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
は
、
当
該
銀
行
等
の
本
店

等
又
は
当
該
支
店
等
以
外
の
支
店
等
に
対
し
て
検
査
等
の
必
要
を
認
め
た
と
き
は
、
当
該
本
店
等
又
は
当
該
支
店
等
以
外
の

支
店
等
に
対
し
、
検
査
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
労
働
金
庫
等
に
係
る
取
引
に
関
す
る
行
政
庁
の
権
限
委
任
等
）

第
八
条

金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
は
、
労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会
に
対
す
る
法
第
八
条
及
び
第
九
条
第
一
項

に
定
め
る
権
限
（
金
融
庁
長
官
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
長
官
検
査
等
権
限
）
を
行
使
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単

独
に
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
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２

金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
を
単
独
に
行
使
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大

臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
を
単
独
に
行
使
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
金
融
庁

長
官
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

労
働
金
庫
に
対
す
る
長
官
検
査
等
権
限
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福

岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
金
融
庁
長
官
が
自

ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

５

労
働
金
庫
に
対
す
る
長
官
検
査
等
権
限
又
は
法
第
八
条
及
び
第
九
条
第
一
項
に
定
め
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る

事
務
は
、
一
の
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
な
い
区
域
を
地
区
と
す
る
労
働
金
庫
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
労
働

金
庫
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労

働
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

６

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
金
庫
か
ら
報
告
を
徴
し
、

若
し
く
は
こ
れ
に
対
し
資
料
の
提
出
を
命
じ
、
又
は
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
金
庫
の
検
査
を
行
っ
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た
場
合
に
は
、
そ
の
結
果
を
金
融
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
業
協
同
組
合
等
に
係
る
取
引
に
関
す
る
行
政
庁
の
権
限
委
任
等
）

第
九
条

金
融
庁
長
官
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
農

業
協
同
組
合
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
、
水
産
加
工
業

協
同
組
合
連
合
会
及
び
共
済
水
産
業
協
同
組
合
連
合
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
漁
業
協
同
組
合
等
」
と
い
う
。
）
に
対

す
る
法
第
八
条
及
び
第
九
条
第
一
項
に
定
め
る
権
限
（
金
融
庁
長
官
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
長
官
検
査
等
権
限
）
を
行
使
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
に
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
二

項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

農
業
協
同
組
合
等
又
は
漁
業
協
同
組
合
等
に
対
す
る
長
官
検
査
等
権
限
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る

。
た
だ
し
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３

農
業
協
同
組
合
等
に
対
す
る
法
第
八
条
及
び
第
九
条
第
一
項
に
定
め
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
（
地
方
農
政
局
の
管
轄
区

域
を
越
え
な
い
区
域
を
地
区
と
す
る
農
業
協
同
組
合
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
地
方
農
業
協
同
組
合
」
と
い
う
。
）
に
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関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
地
方
農
業
協
同
組
合
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長
に
委
任
す
る

。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

４

農
業
協
同
組
合
等
又
は
漁
業
協
同
組
合
等
に
対
す
る
長
官
等
検
査
権
限
又
は
法
第
八
条
及
び
第
九
条
第
一
項
に
定
め
る
農

林
水
産
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
都
道
府
県
の
区
域
を
地
区
と
す
る
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
漁
業
協
同
組
合
連
合

会
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
又
は
共
済
水
産
業
協
同
組
合
連
合
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
連
合
会
」

と
い
う
。
）
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
金
融
庁
長
官
及
び
農
林
水
産
大
臣

が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

５

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
連
合
会
か
ら
報
告
を
徴
し
、
若

し
く
は
こ
れ
ら
に
対
し
資
料
の
提
出
を
命
じ
、
又
は
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
連
合
会
の
検
査
を
行
っ
た

場
合
に
は
、
そ
の
結
果
を
金
融
庁
長
官
及
び
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

金
融
庁
長
官
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
連
合
会
か
ら
報
告
を
徴
し
、
若
し
く
は
こ
れ

ら
に
対
し
資
料
の
提
出
を
命
じ
、
又
は
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
連
合
会
の
検
査
を
行
っ
た
場
合
に
は
、

そ
の
結
果
を
関
係
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
農
林
中
央
金
庫
に
係
る
取
引
に
関
す
る
行
政
庁
の
権
限
行
使
）

第
十
条

金
融
庁
長
官
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
農
林
中
央
金
庫
に
対
す
る
法
第
八
条
及
び
第
九
条
第
一
項
に
定
め
る
権
限
（

金
融
庁
長
官
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
長
官
検
査
等
権
限
）
を
行
使
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
に
そ
の
権
限
を

行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
保
険
会
社
等
に
係
る
取
引
に
関
す
る
行
政
庁
の
権
限
委
任
等
）

第
十
一
条

長
官
権
限
の
う
ち
保
険
会
社
、
法
第
二
条
第
十
七
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
保
険
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
長
官
検
査
等
権
限
は
、
そ
の
本
店
、
主
た
る
事
務
所
、
保
険
業
法
第
百
八
十

七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
日
本
に
お
け
る
主
た
る
店
舗
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
本
店
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長

）
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
長
官
検
査
等
権
限
で
保
険
会
社
等
の
本
店
等
以
外
の
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他

の
施
設
に
対
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
証
券
会
社
等
に
係
る
取
引
に
関
す
る
行
政
庁
の
権
限
委
任
等
）
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第
十
二
条

長
官
権
限
の
う
ち
法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。

）
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
、
証
券
会
社
、
法
第
二
条
第
十
九
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
、
登
録
金
融
機
関
（
証
券
取
引
法
第

六
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
及
び
金
融
先
物
取
引
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

証
券
会
社
等
」
と
い
う
。
）
の
本
店
又
は
主
た
る
営
業
所
、
事
務
所
若
し
く
は
主
た
る
支
店
（
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法

律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
た
る
支
店
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
本
店
等
」
と
い
う
。
）

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務

支
局
長
）
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
会
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
委
員
会
の
権
限
で
証
券
会
社
等
の
本
店
等
以
外
の
支
店
そ
の
他
の
営
業
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

支
店
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
の
ほ
か
、
当
該

支
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福

岡
財
務
支
局
長
）
も
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
証
券
会
社
等
の
支
店
等
に
対
し
て
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
の
求
め
又
は
質
問
若
し
く
は
立
入
検

査
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
検
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
は
、
当
該
証
券
会
社
等

－２４－



の
本
店
等
又
は
当
該
支
店
等
以
外
の
支
店
等
に
対
し
て
検
査
等
の
必
要
を
認
め
た
と
き
は
、
当
該
本
店
等
又
は
当
該
支
店
等

以
外
の
支
店
等
に
対
し
、
検
査
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
は
、
委
員
会
の
指
定
す
る
証
券
会
社
等
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
委
員
会
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
適
用
し

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務

支
局
長
」
と
あ
る
の
は
「
委
員
会
」
と
す
る
。

５

委
員
会
は
、
前
項
の
指
定
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
を
取
り
消
し
た
と
き
も
、
同
様

と
す
る
。

（
商
品
投
資
販
売
業
者
に
係
る
取
引
に
関
す
る
行
政
庁
の
権
限
委
任
等
）

第
十
三
条

金
融
庁
長
官
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
商
品
投
資
販
売
業
者
に
対
す
る
法
第
八
条
及
び
第
九
条

第
一
項
に
定
め
る
権
限
（
金
融
庁
長
官
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
長
官
検
査
等
権
限
）
を
行
使
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
単
独
に
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

商
品
投
資
販
売
業
者
に
対
す
る
長
官
検
査
・
是
正
命
令
等
権
限
は
、
そ
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局

長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る
。
た
だ

－２５－



し
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３

第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
長
官
検
査
等
権
限
で
商
品
投
資
販
売
業
者
の
主
た
る
営
業
所
以
外
の
営
業
所
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
従
た
る
営
業
所
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

商
品
投
資
販
売
業
者
に
対
す
る
法
第
八
条
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
条
に
定
め
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
は
、
商
品
投

資
販
売
業
者
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
そ

の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

５

商
品
投
資
販
売
業
者
に
対
す
る
法
第
八
条
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
条
に
定
め
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
は
、
商
品
投

資
販
売
業
者
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ

の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

６

商
品
投
資
販
売
業
者
に
対
す
る
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
の
求
め
又
は
法
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
質
問
若
し
く
は
立
入
検
査
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
検
査
等
」
と
い
う
。
）
で
商
品
投
資
販
売
業
者
の
従
た

る
営
業
所
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
地
方
農
政
局
長
又
は
前
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
局
長
の
ほ

か
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
従
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長
又
は
経
済
産
業
局
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

－２６－



７

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
商
品
投
資
販
売
業
者
の
従
た
る
営
業
所
に
対
し
て
検
査
等
を
行
っ
た
地
方
農
政
局
長
又
は
経
済
産

業
局
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
商
品
投
資
販
売
業
者
の
当
該
従
た
る
営
業
所
以
外
の
営
業
所
に
対
し
て
検
査
等
の
必
要
を
認

め
た
と
き
は
、
当
該
営
業
所
に
対
し
、
検
査
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
小
口
債
権
販
売
業
者
に
係
る
取
引
に
関
す
る
行
政
庁
の
権
限
委
任
等
）

第
十
四
条

金
融
庁
長
官
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
小
口
債
権
販
売
業
者
に
対
す
る
法
第
八
条
及
び
第
九
条
第
一
項
に
定
め
る

権
限
（
金
融
庁
長
官
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
長
官
検
査
等
権
限
）
を
行
使
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
に
そ
の

権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

小
口
債
権
販
売
業
者
に
対
す
る
長
官
検
査
・
是
正
命
令
等
権
限
は
、
そ
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局

長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る
。
た
だ

し
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３

第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
長
官
検
査
等
権
限
で
小
口
債
権
販
売
業
者
の
主
た
る
営
業
所
以
外
の
営
業
所
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
従
た
る
営
業
所
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

小
口
債
権
販
売
業
者
に
対
す
る
法
第
八
条
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
条
に
定
め
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
は
、
小
口
債

－２７－



権
販
売
業
者
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ

の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

５

小
口
債
権
販
売
業
者
に
対
す
る
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
の
求
め
又
は
法
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
質
問
若
し
く
は
立
入
検
査
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
検
査
等
」
と
い
う
。
）
で
小
口
債
権
販
売
業
者
の
従
た

る
営
業
所
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
局
長
の
ほ
か
、
当
該
従
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
経
済
産
業
局
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
口
債
権
販
売
業
者
の
従
た
る
営
業
所
に
対
し
て
検
査
等
を
行
っ
た
経
済
産
業
局
長
は
、
当
該
小

口
債
権
販
売
業
者
の
当
該
従
た
る
営
業
所
以
外
の
営
業
所
に
対
し
て
検
査
等
の
必
要
を
認
め
た
と
き
は
、
当
該
営
業
所
に
対

し
、
検
査
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
に
係
る
取
引
に
関
す
る
行
政
庁
の
権
限
委
任
等
）

第
十
五
条

不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
に
対
す
る
長
官
検
査
等
権
限
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局

長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る
。
た
だ

し
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

－２８－



２

第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
長
官
検
査
等
権
限
で
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
以
外
の
事
務

所
に
対
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
に
対
す
る
長
官
検
査
等
権
限
及
び
法
第
八
条
及
び
第
九
条
第
一
項
に
定
め
る
国
土
交
通
大
臣
の

権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
第
三
条
第
一
項
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
不
動
産
特
定
共
同

事
業
者
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
金
融
庁
長
官
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
自

ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
貸
金
業
者
に
係
る
取
引
に
関
す
る
行
政
庁
の
権
限
委
任
等
）

第
十
六
条

貸
金
業
者
に
対
す
る
長
官
検
査
・
是
正
命
令
等
権
限
は
、
そ
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
主
た
る
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
こ
れ
ら
の
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄

区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使

す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
長
官
検
査
等
権
限
で
貸
金
業
者
の
主
た
る
営
業
所
等
以
外
の
営
業
所
又
は
事
務

所
に
対
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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３

貸
金
業
者
に
対
す
る
長
官
検
査
等
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
都
道
府

県
知
事
の
登
録
を
受
け
た
貸
金
業
者
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
金
融
庁
長

官
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
商
品
取
引
員
に
係
る
取
引
に
関
す
る
行
政
庁
の
権
限
委
任
等
）

第
十
七
条

商
品
取
引
員
に
対
す
る
法
第
八
条
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
条
に
定
め
る
行
政
庁
の
権
限
で
あ
っ
て
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
行
使
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
主
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使

す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

農
林
水
産
省
関
係
商
品
市
場
（
商
品
取
引
所
法
第
百
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
農
林
水
産
省
関
係
商
品
市

場
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
み
を
開
設
す
る
取
引
所
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
商
品
取
引

所
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
開
設
す
る
当
該
商
品
市
場
に
係
る
商
品
取
引
員
に
関
す
る
農
林
水
産
大

臣
の
権
限

当
該
取
引
所
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長

二

経
済
産
業
省
関
係
商
品
市
場
（
商
品
取
引
所
法
第
百
四
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
関
係
商
品
市

場
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
み
を
開
設
す
る
取
引
所
が
開
設
す
る
当
該
商
品
市
場
に
係
る
商
品
取
引
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員
に
関
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限

当
該
取
引
所
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長

三

取
引
所
で
あ
っ
て
前
二
号
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
が
開
設
す
る
農
林
水
産
省
関
係
商
品
市
場
に
係
る
商
品
取
引

員
に
関
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限

当
該
取
引
所
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長

四

前
号
に
規
定
す
る
取
引
所
が
開
設
す
る
経
済
産
業
省
関
係
商
品
市
場
に
係
る
商
品
取
引
員
に
関
す
る
経
済
産
業
大
臣
の

権
限

当
該
取
引
所
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長

五

第
三
号
に
規
定
す
る
取
引
所
が
開
設
す
る
商
品
市
場
（
商
品
取
引
所
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
を
い
う

。
）
で
あ
っ
て
前
二
号
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る
商
品
取
引
員
に
関
す
る
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大

臣
の
権
限

当
該
取
引
所
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長
及
び
経
済
産
業
局
長

（
両
替
業
者
に
係
る
取
引
に
関
す
る
行
政
庁
の
権
限
委
任
等
）

第
十
八
条

両
替
業
者
に
対
す
る
法
第
九
条
第
一
項
に
定
め
る
財
務
大
臣
の
権
限
は
、
そ
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長

）
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
の
権
限
で
、
両
替
業
者
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
以
外
の
営
業
所
又
は
事
務
所
（
以
下
「
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支
店
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
財
務
局
長
の
ほ
か
、
当
該
支
店
等
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
も
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
両
替
業
者
の
支
店
等
に
対
し
て
立
入
検
査
及
び
質
問
を
行
っ
た
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長

は
、
当
該
両
替
業
者
の
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
又
は
他
の
支
店
等
（
当
該
立
入
検
査
及
び
質
問
を
行
っ
た
支
店
等
以

外
の
支
店
等
を
い
う
。
）
に
対
し
て
立
入
検
査
及
び
質
問
の
必
要
を
認
め
た
と
き
は
、
当
該
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所

又
は
当
該
他
の
支
店
等
に
対
し
、
立
入
検
査
及
び
質
問
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

両
替
業
者
に
対
す
る
法
第
八
条
に
定
め
る
財
務
大
臣
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
両
替
業
者
に
関
し
て

財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
に
委
任
さ
れ
た
立
入
検
査
及
び
質
問
の
権
限
を
行
使
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て

、
当
該
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
も
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
各
項
の
規
定
は
、
第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
の
権
限
の
う
ち
財
務
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

６

財
務
大
臣
は
、
前
項
の
指
定
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
を
廃
止
し
、
又
は
変
更
し
た
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と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
法
定
受
託
事
務
等
）

第
十
九
条

第
八
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
十
五
条
第
三
項
並
び
に
第
十
六
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

２

都
道
府
県
知
事
が
前
項
に
規
定
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
同
項
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る

行
政
庁
に
関
す
る
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

金
融
機
関
等
が
、
法
の
施
行
前
に
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
顧
客
等
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
の
確
認

を
行
い
、
か
つ
、
当
該
確
認
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
て
こ
れ
を
保
存
し
て
い
る
場
合
に
は
、
施
行
前
本
人
確
認
済
み
取
引
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（
当
該
確
認
を
本
人
確
認
と
、
当
該
記
録
を
本
人
確
認
記
録
と
み
な
し
て
第
三
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
と
き
に
お
け

る
同
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
済
み
の
顧
客
等
と
の
取
引
に
該
当
す
る
取
引
を
い
う
。
）
は
、
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

本
人
確
認
済
み
の
顧
客
等
と
の
取
引
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
は
、
郵
政
官
署
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
に

第
八
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第

関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第

十
五
条
第
三
項
並
び
に
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府

号
）

県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

（
金
融
庁
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

金
融
庁
組
織
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
並
び
に
金
融
先
物
取
引
法
」
を
「
、
金
融
先
物
取
引
法
」
に
改
め
、
「
第
九
十
条
第
一
項
」
の
下
に
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「
並
び
に
金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項

」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
及
び
金
融
先
物
取
引
法
に
」
を
「
、
金
融
先
物
取
引
法
及
び
金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本

人
確
認
等
に
関
す
る
法
律
に
」
に
、
「
及
び
金
融
先
物
取
引
法
第
九
十
二
条
第
二
項
」
を
「
、
金
融
先
物
取
引
法
第
九
十
二

条
第
二
項
及
び
金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
財
務
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

財
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六

金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
二
条
第
三
十

七
号
に
規
定
す
る
両
替
業
務
を
行
う
者
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
十
八
条
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
十
七
号
に
規
定
す
る
両
替
業
務
を
行
う

者
に
関
す
る
こ
と
。
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